
証券コード 7719
2022年５月11日

株 主 各 位
神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番９号

株式会社 東 京 衡 機
代表取締役社長 石 塚 智 士

第116回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第116回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上

げます。

なお、当日のご出席に代えて書面または電磁的方法（インターネット等）によって

議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検

討くださいまして、後記３頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、

2022年５月25日（水曜日）午後６時00分（株主総会日時の直前営業時間終了時）まで

に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
敬 具

記
１. 日 時 2022年５月26日（木曜日）午後１時00分

２. 場 所 神奈川県相模原市緑区三井315番地
株式会社東京衡機試験機 相模原工場 会議室
(当社子会社の相模原工場にて開催させていただきます。ご来場の際
は、末尾の「会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないよう
ご注意願います。)

３. 目的事項

報告事項 １．第116期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第116期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）計算書類の内
容報告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

第４号議案 会計監査人選任の件
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申し上げます。
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【インターネットによる開示について】

●本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結株主

資本等変動計算書」および「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計

算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の定めに

基づき、下記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、株主

の皆様にご提供しておりますので、報告事項に関する添付書類には記載しておりま

せん。なお、上記書類は、報告事項に関する添付書類とともに、会計監査人および

監査役の監査対象となっており、本招集ご通知の添付書類は会計監査人および監査

役が監査報告を作成するにあたって監査をした対象の一部であります。

●本株主総会招集ご通知発送後、株主総会の会日の前日までに株主総会参考書類なら

びに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、下記のインタ

ーネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

※ 当社ウェブサイト ▷▷▷https://www.tksnet.co.jp/
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の欄に〇印をご記入の上、反対される

候補者の番号をご記入ください。

「賛」

議決権行使についてのご案内

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示

のうえ、切手を貼らずにご

投函ください。

次ページの案内に従って、

議案の賛否をご入力くださ

い。

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・４号議案

「賛」の欄に〇印

反対する場合 「否」の欄に〇印

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権

行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権

行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

賛成の場合

第２・３号議案

「賛」の欄に〇印

反対する場合

一部の候補者につき反対の場合

「否」の欄に〇印

賛成の場合

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます

ようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

2022年５月26日(木曜日)

午後１時00分
2022年５月25日(水曜日)

午後６時00分到着分まで
2022年５月25日(水曜日)

午後６時00分入力完了分まで

日 時 行使期限 行使期限
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議決権行使書用紙に記載のログイン ID、仮パスワードを

入力することなく、議決権行使サイトにログインするこ

とができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いたログインは１回に限り
可能です。

再行使する場合、もしくは QR コードを用い

ずに議決権を行使する場合は、右の「ログイ

ン ID・仮パスワードを入力する方法」をご確

認ください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された
「ログイン ID・仮パスワード」を入力し

クリックしてください。

「ログイン ID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパス
ワード」
を入力

「送信」
をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027
（通話料無料 /受付時間 ９:00 ～ 21:00）

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法
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(添付書類)

事 業 報 告

(2021年３月１日から
2022年２月28日まで)

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長

引く中で、ワクチン接種の進展等を背景に、感染拡大の局面での経済活動の制限

と収束局面での経済活動再開の動きが繰り返され、米国経済や中国経済をはじめ

とする世界経済の回復基調に牽引される形で景気は徐々に持ち直しの動きが見ら

れたものの、オミクロン株の急速な広がりが景気回復に水を差すとともに、世界

的なサプライチェーンの混乱や原材料価格の高騰が経済活動全般に影響を与える

など、依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは、2023年３月の創業100周年を節目に、次

なるステージを目指すべく2021年度をスタートさせておりますが、引き続きグル

ープ一丸となって新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めるとともに、全力で

持続的な成長と安定的な収益確保のための取り組みを進めております。

当社グループの主力事業である試験機事業では、全世界的な新型コロナウイル

スの蔓延により様々な制約がある中で、製品のブラッシュアップや製造原価の低

減等を継続的に推進し収益力の強化に努めるとともに、リモート会議ツールを用

いた営業活動や日本に拠点を有する中国の代理店にトレーニングを実施して現地

作業も委託する体制の構築等に取り組みました。その結果、政府のデジタル化推

進予算を追い風とした工業高校向けの標準的材料試験機の販売は好調であったも

のの、顧客企業における設備投資や修理・メンテナンスの中止ないし先送り、そ

れに伴う競合企業との価格競争の激化、海外渡航制限による韓国・東南アジア向

けの売上減少等により、売上高、営業利益ともに前年度を下回りました。

商事事業では、従来からのインバウンド需要を見込んだ量販店向け生活関連商

品の販売は、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大の影響で回復の兆しが見ら

れず、海外向けの一般雑貨品や家電品等の商品の仕入・販売については、競争の

激化により苦戦を強いられ売上高は前年度を上回ることができなかったものの、

営業利益については前年度を上回ることができました。

エンジニアリング事業では、主力製品であるゆるみ止めナット・スプリングに

ついて、高速道路や橋梁、エネルギー関係等の社会インフラ向けや国内建設市場

向けに引き続き安心・安全を支える技術・品質をアピールし、製品の浸透と市場
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シェアの拡大に努めた結果、既存顧客を中心に一定の売上を確保することができ

ましたが、ここ数年東京オリンピック関連で好調であった受注の反動を解消する

ことはできず、前年度に比べ売上高、営業利益ともに下回る結果となりました。

海外事業では、中国子会社において、主に日系企業や中国国内の企業向けにオ

フィス家具部品や生活用品部品、家電部品等のプラスチック成型品の販売に努め

た結果、米国経済や中国経済を中心とする世界経済の復調の影響もあり、売上高

は前年度を上回ることができました。また、販売先や仕入先との価格交渉の強化

や人員体制の見直しを含めた事業の再構築を併せて実施し、材料費や人件費を含

めた経費の改善を進めた結果、営業利益ベースで黒字転換を果たすことができま

した。

また、新潟県長岡市所在の工場の建物及び土地については、以前から他社に賃

貸しておりましたが、2021年11月25日付で売却するとともに、連結子会社の無錫

三和塑料製品有限公司については、全出資持分を2022年２月21日付で他社に譲渡

いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高7,449百万円（前年同期比10.5％

減）、営業利益269百万円（前年同期比20.6％減）、経常利益259百万円（前年同期

比20.1％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は121百万円（前年同期比

59.9％減）となりました。

事業セグメント別売上高につきましては、以下のとおりであります。

事業区分
前連結会計年度 当連結会計年度 増 減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

試験機事業 2,947,764千円 35.4％ 2,844,103千円 38.2％ △103,660千円 △3.5％

商 事 事 業 4,460,325千円 53.6％ 3,421,032千円 45.9％ △1,039,292千円 △23.3％

エンジニアリング事業 389,218千円 4.7％ 365,009千円 4.9％ △24,209千円 △6.2％

海 外 事 業 515,233千円 6.2％ 813,825千円 10.9％ 298,591千円 58.0％

そ の 他 8,893千円 0.1％ 6,011千円 0.1％ △2,881千円 △32.4％

消去または全社 △248千円 △0.0％ -千円 -％ 248千円 -％

合 計 8,321,187千円 100.0％ 7,449,982千円 100.0％ △871,205千円 △10.5％

(注) 「消去または全社」の項目は、セグメント間の内部売上高の金額であります。

(2) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は、ワクチン

接種の進展など世界各国における感染抑制の取組みにより終息に向かっていくこ

とが期待されますが、本年２月に起こったロシアのウクライナ侵攻が全世界に大

きな影響を与え、予断を許さない状況となっております。
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このような状況の下、当社グループといたしましては、試験機事業では、新型

コロナウイルス感染症の影響によりオーダーメイド製品を中心に受注が落ち込ん

でいることから、営業体制を強化し顧客に対する対応力と提案力を高め、鉄鋼業

界や自動車業界等の主要顧客の深耕を図り、修理・メンテナンス・校正サービス

を含めた試験機の需要を確実に掴んでいくとともに、カーボンニュートラルやＥ

Ｖ化などのトレンドにも対応すべく、営業活動と製品・技術開発を一体的に進め

てまいります。

商事事業では、新たな仕入先を開拓し商品の取扱いの幅を広げ、引き続き中国

の越境ＥＣ（国際的な電子商取引）向けの販売を増やしていくとともに、利益率

の向上を目指し、商品の管理体制を強化してまいります。

エンジニアリング事業では、今後も社会の安心・安全に向けたインフラ整備を

はじめ、大阪万博や地方創生事業、災害・老朽化対策などの公共投資の増加も見

込まれることから、引き続きゆるみ止め製品の既存顧客の深耕と市場シェア拡大

に努めるとともに、営業活動と新技術開発に一体的に取り組んでまいります。

海外事業につきましては、本年２月８日開催の臨時株主総会にて当社の経営体

制が変更されたことに伴い、改めて当社グループの事業ポートフォリオの見直し

を行った結果、中国子会社の経営の継続には一定のリスクがあるため、海外事業

からは撤退し他の事業に経営資源を集中させるべきとの判断に至り、同年２月21

日付の取締役会決議に基づき無錫三和塑料製品有限公司の出資持分を他社に譲渡

いたしました。

なお、当期の期末配当につきましては、まことに申し訳なく存じますが、現在

の財務状況等を踏まえ、引き続き無配とさせていただきます。早期の復配を果た

すべくグループを挙げ鋭意努力してまいりますので、株主の皆様におかれまして

は、何卒今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(3) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のと

おりであります。また、設備投資の総額は169百万円となっております。

① 当連結会計年度中に完成した主要設備

㈱東京衡機：新本社社屋（土地、建物）

㈱東京衡機試験機：ＬＥＤ照明設備

② 重要な固定資産の売却、撤去、滅失

㈱東京衡機：長岡工場（新潟県長岡市）売却

(4) 資金調達の状況

当連結会計年度中においては、特記すべき資金調達は行っておりません。
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(5) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年２月21日付の取締役会決議に基づき、当社グループの海外事業

の拠点である中国子会社の無錫三和塑料製品有限公司の全出資持分を同社の取引

先であるＦＰＫナカタケ㈱（静岡県焼津市策牛16-1）に譲渡いたしました。これ

に伴い、無錫三和塑料製品有限公司および同社の100％子会社である無錫特可思衡

機貿易有限公司は、当社の連結対象から外れることとなりました。

(6) 財産および損益の状況の推移

区 分
第113期

(2019年２月期)

第114期
(2020年２月期)

第115期
(2021年２月期)

第116期
(2022年２月期)

売 上 高 (千円) 5,379,629 7,439,656 8,321,187 7,449,982

経 常 利 益 (千円) 282,780 375,541 324,328 259,180

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 542,545 303,859 303,193 121,510

１株当たり
当期純利益

(円) 76.08 42.61 42.52 17.04

総 資 産 (千円) 4,358,029 4,318,851 4,468,270 4,400,144

純 資 産 (千円) 1,434,516 1,740,378 2,041,712 2,139,907

(注) 当社は、2018年９月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株の割合で株式併合を行って
いるため、１株当たり当期純損益については、第113期の期首に当該株式併合が行われたと仮
定して算出しております。

(7) 重要な親会社および子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

㈱東京衡機試験機 50,000千円 100％ 試験・計測機器の製造販売

㈱東京衡機試験機サービス 10,000千円 （100％）
試験・計測機器の保守サー
ビス

㈱東京衡機エンジニアリング 50,000千円 100％
ゆるみ止めナットその他の
締結部材の製造・販売

(注) 1. ㈱東京衡機試験機サービスの（ ）内の出資比率は、㈱東京衡機試験機を通した間接的な出
資であります。

2. 2022年２月21日付の取締役会決議に基づき、無錫三和塑料製品有限公司の全出資持分を他
社に譲渡いたしました。これに伴い、同社および同社の100％子会社である無錫特可思衡機
貿易有限公司は、連結子会社から除外しております。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
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③ その他

当社グループは、HORIBA Europe GmbH（独）と試験機に関する技術援助契約

を締結しております。また、ZwickRoell GmbH & Co.KG（独）、㈱ツビックロー

エルおよび㈱東京衡機試験機の間で、ZwickRoell社製品の日本国内における販

売代理契約を締結しております。

(8) 主要な事業内容

事 業 区 分 事 業 内 容

試 験 機 事 業
試験・計測機器および関連機器の製造・販売ならびに修理・
メンテナンス、校正、受託試験その他の付帯サービス

商 事 事 業
日用雑貨品、家電品等の商品の仕入、販売および輸出入なら
びに各種サービス

エンジニアリング事業
ゆるみ止めナット、ゆるみ止めスプリング、特殊ばね、ボル
トその他の締結部材の製造・販売、各種サービス

海 外 事 業

海外子会社におけるオフィス家具部品、自動車関連部品、日
用生活品その他の樹脂成型品および家電製品等の製造・販
売・輸出入ならびに海外における商品の販売および各種サー
ビス

(注) 2022年２月21日付の取締役会決議に基づき、無錫三和塑料製品有限公司の全出資持分を他社に
譲渡いたしました。これに伴い、2022年３月1日から開始される連結会計年度から海外事業はな
くなることとなりました。

(9) 主要な営業所および工場

【当 社】

名 称 所 在 地

本 店 神奈川県相模原市南区

(注) 当社は、2021年９月28日付で本店所在地を「東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地」から
「神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番９号」へ変更しております。

【主要な子会社】

名 称 所 在 地

㈱東京衡機試験機
本店（神奈川県相模原市南区）
相模原工場（神奈川県相模原市緑区）
豊橋工場（愛知県豊橋市）

㈱東京衡機試験機サービス
本店（神奈川県相模原市南区）
本社（神奈川県相模原市緑区）

㈱東京衡機エンジニアリング
本店（神奈川県相模原市南区）
相模原事業所（神奈川県相模原市緑区）

(注) 2022年２月21日付の取締役会決議に基づき、無錫三和塑料製品有限公司の全出資持分を他社に
譲渡いたしました。これに伴い、同社および同社の100％子会社である無錫特可思衡機貿易有限
公司は、当社の子会社でなくなることとなりました。
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(10) 従業員の状況

① 企業集団の従業員

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減数

141名 100名減少

(注) 2022年２月21日付の取締役会決議に基づき、無錫三和塑料製品有限公司の全出資持分を他社に
譲渡いたしました。これに伴い、同社および同社の100％子会社である無錫特可思衡機貿易有限
公司の従業員数は除外しております。

② 当社の従業員

従業員数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

18名 ４名増加 43.3歳 6.8年

(11) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 608,532千円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 158,145千円

株 式 会 社 愛 知 銀 行 79,016千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 50,700千円

豊 橋 信 用 金 庫 45,000千円

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

本店の移転

当社および当社の国内子会社は、2021年９月28日付で神奈川県相模原市南区

上鶴間六丁目31番９号所在の自社所有の不動産に本店・本社事務所を移転いた

しました。
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２. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 26,000,000株

(2) 発行済株式の総数 7,133,791株（自己株式2,936株を含む。）

(3) 株 主 数 2,870名

(4) 上位10名の株主

順 位 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

１ Ｄｒｅａｍ Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 21,401百株 30.01％

２ 竹 中 洋 3,915百株 5.49％

３ 株 式 会 社 Ａ Ｉ Ｉ Ｎ 2,488百株 3.48％

４ 株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 2,194百株 3.07％

５ 佐 藤 充 弘 1,592百株 2.23％

６ 楽 天 証 券 株 式 会 社 1,121百株 1.57％

７ 岡 崎 由 雄 1,050百株 1.47％

８ 山 下 良 久 695百株 0.97％

９ 池 上 道 弘 466百株 0.65％

10 熊 谷 正 昭 465百株 0.65％

(注) 上記持株比率の算定においては、発行済株式の総数より自己株式2,936株を控除しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した

新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社従業員等に職務執行の対価として交付した新株予約権等の

状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（2022年２月28日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 石 塚 智 士 ㈱証券市場新聞社 代表取締役

専 務 取 締 役 平田 真一郎
エンジニアリング事業担当兼商事事業担当
㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長

常 務 取 締 役 上 野 正 男
試験機事業担当
㈱東京衡機試験機 代表取締役社長
㈱東京衡機試験機サービス 代表取締役社長

取 締 役 石 見 紀 生 管理本部長

取 締 役 佐 藤 慎 祐 ㈱リアルランド 執行役員

取 締 役 小塚 英一郎
アポロテクノロジーズ㈱ 代表取締役
クラウド・インベストメンツ・ジャパン㈱ 代表取締役

取 締 役 池 本 正 純 専修大学 名誉教授

常 勤 監 査 役 鶴 見 孝

監 査 役 水 川 聡
弁護士（祝田法律事務所）
セメダイン㈱ 社外監査役

監 査 役 玉 虫 俊 夫

監 査 役 瀬 山 剛
公認会計士･税理士（港総合会計事務所）
㈱シンコー 代表取締役
㈱フォーサイド 社外取締役（監査等委員）

(注) 1. 取締役小塚英一郎氏、佐藤慎祐氏および池本正純氏は、社外取締役であります。なお、佐
藤慎祐氏、小塚英一郎氏および池本正純氏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確
保することを義務付けている独立役員であります。

2. 監査役瀬山剛氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。また、監査役鶴見孝氏は、当社内の経理部門
における経理業務の経験を有しております。

3. 監査役水川聡氏、玉虫俊夫氏および瀬山剛氏は、社外監査役であります。なお、水川聡氏、
玉虫俊夫氏および瀬山剛氏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義
務付けている独立役員であります。

4. 2022年２月８日開催の臨時株主総会終結の時をもって、取締役竹中洋氏（代表取締役社
長）、石渡隆生氏（社外取締役）、藤田泰三氏（社外取締役）および仮屋浩一氏（社外取締
役）は、それぞれ辞任により退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役および監査役とは、それぞれ当社定款の規定に基づき、

会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責

任限度額としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）

に起因して損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担することとなる損害

（損害賠償金および争訟費用）を当該保険契約により填補することとしておりま

す。ただし、犯罪行為や違法行為を意図的に行った役員自身の損害等は補償対象

外とすることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講

じております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および子会社の

取締役および監査役であり、その保険料は全額当社で負担しております。

(4) 取締役および監査役の報酬等の額

① 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支給額 摘 要

取締役 ９名 49,700千円 うち社外６名 9,700千円

監査役 ４名 16,800千円 うち社外３名 7,200千円

合 計 13名 66,500千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2005年５月26日開催の第99回定時株主総会において月額９百万円
(年額108百万円）以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
当該株主総会決議直後の取締役の員数は９名であります。

2. 監査役の報酬限度額は、1995年２月24日開催の第88回定時株主総会において月額２百万円
(年額24百万円）以内と決議いただいております。当該株主総会決議直後の監査役の員数は
４名であります。

3. 上記には、子会社の代表取締役を兼務していて当社からは報酬等を支給していない取締役
２名は含めておりません。

4. 上記には、2022年２月８日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任した取締
役４名（うち社外取締役３名）を含めております。

5. 当事業年度に係る役員の報酬は全額基本報酬（固定報酬）であります。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針

当社の取締役の報酬制度は当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値

の向上を図るインセンティブとして十分に機能するように設定し、個々の取締

役の報酬は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

取締役の報酬は、内規に基づき、株主総会で決議された報酬月額の限度内で、

世間水準および従業員給与の最高額との均衡を考慮して、原則として役位およ

び担当職務・役割に応じた報酬比率で決定いたします。取締役の報酬は確定報

酬を基本とし、月毎に固定額を金銭で支払うものとし、業績連動報酬または非

金銭報酬を支払う場合は、その内容、算定方法、割合等について決定方針を定

めます。また、取締役に賞与を支給する場合は、会社の営業成績に応じて株主

への配当および内部留保とのバランスを考慮したうえで、株主総会の決議を経
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て支給いたします。

取締役の人事、報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させコーポレ

ートガバナンス体制のより一層の充実を図るために、指名・報酬委員会を設置

し、取締役会の諮問に基づき取締役の報酬等に係る方針、各取締役の報酬額等

に関する事項を審議して意見を具申するものとし、取締役会は当該意見を踏ま

えて取締役の報酬等を決定いたします。

取締役の報酬等は、原則として、年１回、定時株主総会後の取締役会にて、

指名・報酬委員会の意見および会社の経営成績等を基に決定・見直しを行いま

す。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ

ると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、上記決定方針に基づ

き指名・報酬委員会に諮問し、その意見を踏まえ、全取締役および全監査役の

出席する取締役会において審議のうえ決定したものであり、上記決定方針に沿

うものであると判断しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況等

区 分 氏 名 取締役会出席状況 監査役会出席状況
主な活動状況および期待される
役割に関して行った職務の概要

取締役 石 渡 隆 生 13回中12回 ―

企業経営者としての豊富な経
験と幅広い知見をもとに、社
外取締役として、取締役会の
運営や議案、会社経営等に関
し、適宜意見、発言等を行う
など重要な役割を果たしまし
た。

取締役 仮 屋 浩 一 13回中12回 ―

企業経営者としての豊富な経
験と幅広い知見をもとに、社
外取締役として、取締役会の
運営や議案、会社経営、稟議
書の内容等に関し、適宜意
見、発言等を行うなど重要な
役割を果たしました。
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区 分 氏 名 取締役会出席状況 監査役会出席状況
主な活動状況および期待される
役割に関して行った職務の概要

取締役 藤 田 泰 三 13回中13回 ―

企業経営者としての豊富な経
験と幅広い知見をもとに、社
外取締役として会社経営や取
締役会の運営、稟議書の内容
等に関し、適宜意見、発言等
を行うなど重要な役割を果た
しました。

取締役 佐 藤 慎 祐 ２回中２回 ―

企業経営やコーポレートガバ
ナンス分野に関する豊富な経
験と幅広い知見をもとに、社
外取締役として、取締役会の
運営や議案等に関し、適宜意
見、発言等を行うなど重要な
役割を果たしました。

取締役 小 塚 英一郎 ２回中２回 ―

企業経営者としての豊富な経
験と幅広い知見をもとに、社
外取締役として、取締役会の
運営や議案、会社経営等に関
し、適宜意見、発言等を行う
など重要な役割を果たしまし
た。

取締役 池 本 正 純 ２回中２回 ―

大学名誉教授・経営学博士と
しての深い学識と幅広い知見
をもとに、社外取締役とし
て、取締役会の運営や議案、
会社経営、コーポレートガバ
ナンス等に関し、適宜意見、
発言等を行うなど重要な役割
を果たしました。
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区 分 氏 名 取締役会出席状況 監査役会出席状況
主な活動状況および期待される
役割に関して行った職務の概要

監査役 水 川 聡 15回中15回 18回中18回

弁護士としての企業法務に関
する豊富な経験と幅広い知見
をもとに、独立した立場から
監査役として取締役会の運営
や議案、経営方針、内部統
制、中国子会社の改善措置の
実施状況等に関し、適宜意
見、発言等を行うなど重要な
役割を果たしました。

監査役 玉 虫 俊 夫 15回中15回 18回中18回

企業経営者としての豊富な経
験と幅広い知見をもとに、独
立した立場から監査役として
取締役会の運営や議案、経営
方針、内部統制、中国子会社
の改善措置の実施状況等に関
し、適宜意見、発言等を行う
など重要な役割を果たしまし
た。

監査役 瀬 山 剛 15回中15回 18回中18回

公認会計士および税理士とし
ての財務会計に関する豊富な
経験と幅広い知見をもとに、
独立した立場から監査役とし
て取締役会の運営や議案、経
営方針、会計に関する事項、
内部統制、中国子会社の改善
措置の実施状況等に関し、適
宜意見、発言等を行うなど重
要な役割を果たしました。

(注) 石渡隆生、仮屋浩一、藤田泰三の各氏は、2022年２月８日開催の臨時株主総会終結の時をもっ
て辞任により取締役を退任いたしました。また、佐藤慎祐、小塚英一郎、池本正純の各氏は、
2022年２月８日に取締役に就任いたしました。
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５. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

アスカ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

26,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

26,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬の額を区分していないため、上記①の金額にはこれらの合計額を
記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積り
の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合その他必要と判断

した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役

会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に

該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

(5) 会計監査人の選定の方針および理由

当社監査役会は、監査役会で定めた会計監査人評価基準に照らし、会計監査人

の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査報酬見積額の水準等を総合

的に勘案して、会計監査人を選定しております。

(6) 監査役および監査役会による会計監査人の評価

当社の監査役および監査役会は、監査役会で定めた会計監査人評価基準に照ら

し、会計監査人との面談等を通して、その品質管理水準、監査チームの独立性・

専門性、監査の有効性・効率性、監査役・内部統制室とのコミュニケーションの

状況等の観点から、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査を行っているかを

総合的に評価しております。
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６. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、以下のとおり内部統制システムの基本方針を定めております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

① 監査役会には、J-SOXその他内部統制に見識のある常勤監査役を置くととも

に、会計や税務、企業経営等の専門家を社外監査役に選任することで監査体

制を強化し、取締役の職務執行の適法性を確保する。

② 内部統制の品質向上を目的として、他の執行部門から独立した部門として、

内部統制室を設置する。

③ 内部統制室の下に、内部統制システムの整備・運用のため、各種委員会を

設置する。

④ 役員及び従業員に対し、コンプライアンスに関する研修等を行うことによ

り、知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

⑤ 会社に関わる法令について一定の知識を有する企業経営、法務、財務・会

計、税務等に関する専門家を社外取締役に選任し、取締役会において、専門

家としての指摘・意見を反映させること等により、ガバナンス体制の強化を

図る。

⑥ 内部統制室は、当社従業員並びに子会社の従業員に対し、当社の内部通報

制度及び内部通報の窓口を設置し、適切な運営を図る。

２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役は、職務の執行に係る情報については、「ITシステム管理要領」及び

「情報管理規程」に基づき適切かつ確実に閲覧及び利用可能な状態で保存・管

理する。

② 情報セキュリティに関する制度を構築し、情報の保存及び管理の適正性を

高める。

③ 「ITシステム管理委員会」を設置し、実効性のある情報セキュリティ体制を

構築する。

④ 情報セキュリティの専担組織を検討する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスクマネジメント体制を強化するため、「リスク管理規程」、「情報管理規

程」等の規程を始めとして、定期的に規程の改訂を行う等、リスク管理への意

識を高め、損失の危険に対するコントロールの容易な環境を整える。

② ディザスタ・リカバリープラン、ビジネスコンティニュイティプラン、情
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報セキュリティについても「ITシステム管理委員会」主導による体制整備を

図るものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役

の業務執行状況の監督等を行う。

② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、企業経営

等に関する豊富な経験と知見を有する社外役員を複数名設置し、職務執行の

状況を適宜把握できるようにすることで、監視体制の強化並びに職務執行の

効率化を確保する体制とする。

５．会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

① グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適

用する行動指針を定め、グループ各社の諸規程を整備する。

② 子会社の健全経営とグループ経営の強化を図るため、子会社管理規程を定

め子会社管理の体制を整備し、グループ全体の業務を適正化するため内部統

制体制の再構築を図る。

６．財務報告の適正性・信頼性を確保するための体制

当社及びグループ各社の財務報告の適正性と信頼性を確保するために、金融

商品取引法及び財務報告に係る内部統制に関する実務指針(意見書)に則り、文

書化整備の推進により決算・財務処理プロセスにおけるコントロールの適正化

を図る。

７．反社会的勢力の排除に向けた体制

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対

応規程を定め、反社会的勢力の排除に必要な社内体制を整備し、警察その他の

外部機関と連携し、組織全体で毅然とした態度で臨み、あらゆる関係を遮断す

る。

８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が職務を補助する者を求めた場合は、必要に応じて、補助スタッフを

置くこととし、当該スタッフの人事及び業務については、取締役と監査役で意

見交換を行い独立性の確保に努める。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

① 取締役及び従業員は、監査役及び監査役会が求める事項については適切か

つ速やかに報告する。

② 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保する体制とする。
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10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、会計監査人並びに内部統制室との連携体制を充実し、効果的な

監査業務を実施する。

② 代表取締役社長は、監査役との定期的な意見交換を実施し、適切な意思の

疎通を図る。

③ 常勤監査役の執務席を複数の拠点に設置し、実査の際は内部統制室と同行

する等により、業務監査を行いやすく、かつ実効性のある体制を整備する。

④ 法務、財務・会計、税務等に関する専門家を社外監査役に選任し、監査役

会及び取締役会において、専門家としての指摘・意見を反映させること等に

より、ガバナンス体制の強化を図る。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、当社グループにおける取締役の職務の執行が法令および定款に適合す

ること、並びに業務の適正を確保するために諸規程を整え、企業集団の業務の適

正を確保するための体制を以下の通り継続的に整備し、運用してまいりました。

当連結会計年度も前連結会計年度に引き続き、内部統制システムの効率性と有

効性を高め、当社の存続と継続的な発展に資することを目的に、「内部統制基本規

程」、「内部監査規程」、「内部監査実施要領」、「ITシステム管理要領」等の関連諸

規程および内部統制システムフローチャート等の整備をいたしました。当社グル

ープの内部統制を強化し各種内部統制活動を推進するために設置している内部統

制委員会については、内部監査委員会等の委員会のメンバー選定を審議・承認す

る権限を付与するなど、その役割を高めた運用を行っています。

当社の取締役会は、社外取締役３名を含む取締役７名に加え、社外監査役３名

を含む監査役４名も出席の上で開催し取締役の職務執行を監督いたしました。

子会社の意思決定については、親会社である当社への事前稟議や当社取締役会

における重要事項の審議等、重要性に応じて意思決定をすることとしており、子

会社の適切な業務運営および実効性ある管理に努めました。

内部統制室は、内部統制システムの強化に向けて、文書化促進ツールを活用し、

作業効率を高めながら、内部統制システムの有効性および適正性を検証・評価し、

その状況について毎月定期的に開催する内部統制委員会にて報告いたしました。

また、当社国際部の商事取引の適正性を確保するために決裁権限の見直しを図る

など、ガバナンス強化に資する業務フローを再構築し、その運用を検証いたしま

した。さらに、当社グループのITネットワーク・システムの管理を向上させるた

めに設置しているITシステム管理委員会およびその下のネットワーク・システム

管理委員会において、実効性のある情報セキュリティ体制の整備を進めるととも

に、ITシステムに関するグループ内の連携を強化いたしました。

中国子会社においては、不正の再発防止策の一環として、内部統制システムの
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整備・強化を進め、定期的なモニタリングを実施し効率的に運用の定着を図り、

内部統制システムの有効性および適正性を検証・評価いたしました。当年度も新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により日本国外への移動ができなかっ

たものの、WEB会議システム等を有効に活用することにより十分なコミュニケーシ

ョンを確保することができました。なお、2022年２月８日開催の臨時株主総会に

て当社の経営体制が変更されたことに伴い、中国子会社である無錫三和塑料製品

有限公司の経営と海外事業について改めて検討が行われ、2022年２月21日開催の

取締役会決議に基づき、同社の全出資持分を同社の経営を安定的に承継すること

ができる会社に譲渡することとなり、同社および同社の100％子会社である無錫特

可思衡機貿易有限公司は当社の連結対象から外れることとなりました。

監査役会は、監査計画に則り、取締役および使用人の職務の執行状況等の監査

を行うとともに、内部統制室との連携を密にし、定期的に内部統制室長から報告

を受け、当社グループ全体の内部統制に係る情報の収集および運用状況の監視を

行いました。

７. 株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年２月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,233,119 流 動 負 債 1,506,565

現 金 及 び 預 金 1,241,655 支払手形及び買掛金 566,482

受取手形及び売掛金 1,207,494 短 期 借 入 金 618,800

電 子 記 録 債 権 140,305 １年内返済予定の長期借入金 140,079

商 品 及 び 製 品 164,091 リ ー ス 債 務 18,210

仕 掛 品 327,808 未 払 法 人 税 等 11,198

原材料及び貯蔵品 98,565 前 受 金 23,374

そ の 他 55,687 賞 与 引 当 金 42,587

貸 倒 引 当 金 △2,489 そ の 他 85,833

固 定 資 産 1,167,025 固 定 負 債 753,671

有 形 固 定 資 産 1,018,681 長 期 借 入 金 216,714

建 物 及 び 構 築 物 94,760 再評価に係る繰延税金負債 152,880

機械装置及び運搬具 17,816 退職給付に係る負債 356,936

工具、器具及び備品 39,571 リ ー ス 債 務 26,194

土 地 866,532 資 産 除 去 債 務 946

無 形 固 定 資 産 10,401 負 債 合 計 2,260,237

ソ フ ト ウ エ ア 10,255 純 資 産 の 部

そ の 他 145 株 主 資 本 1,793,551

資 本 金 500,000

投資その他の資産 137,942 資 本 剰 余 金 104,255

投 資 有 価 証 券 12,384 利 益 剰 余 金 1,193,128

保 険 積 立 金 15,953 自 己 株 式 △3,832

繰 延 税 金 資 産 106,149 その他の包括利益累計額 346,355

そ の 他 10,566 その他有価証券評価差額金 31

貸 倒 引 当 金 △7,111 土地再評価差額金 346,323

純 資 産 合 計 2,139,907

資 産 合 計 4,400,144 負債及び純資産合計 4,400,144

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2021年３月１日から
2022年２月28日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,449,982

売 上 原 価 6,104,809

売 上 総 利 益 1,345,173

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,075,254

営 業 利 益 269,919

営 業 外 収 益 13,824

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 1,190
為 替 差 益 1,803
そ の 他 10,830

営 業 外 費 用 24,562

支 払 利 息 23,417

そ の 他 1,145

経 常 利 益 259,180

特 別 利 益 9,785

固 定 資 産 売 却 益 9,748
そ の 他 36

特 別 損 失 115,615
固 定 資 産 除 却 損 3,079
関 係 会 社 株 式 売 却 損 110,831
そ の 他 1,704

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 153,350

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 26,046

法 人 税 等 調 整 額 5,793 31,839

当 期 純 利 益 121,510

親会社株主に帰属する当期純利益 121,510

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年４月21日

株式会社東京衡機
取締役会 御中

アスカ監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 尾 典 邦

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 昌 久

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社東京衡機の2021年３月１日

から2022年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社東京衡機及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬

により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及

び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及

び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告

を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
(2022年２月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 937,714 流 動 負 債 705,445

現 金 及 び 預 金 406,893 短 期 借 入 金 573,800

売 掛 金 462,590 リ ー ス 債 務 9,690

前 払 費 用 2,617 1年内返済予定の長期借入金 92,079

短 期 貸 付 金 406 未 払 金 15,782

未 収 入 金 41,325 未 払 費 用 4,033

そ の 他 24,750 預 り 金 3,264

貸 倒 引 当 金 △868 賞 与 引 当 金 4,794

そ の 他 2,001

固 定 資 産 1,082,172

有 形 固 定 資 産 755,887 固 定 負 債 230,164

建 物 37,612 長 期 借 入 金 48,376

構 築 物 0 退 職 給 付 引 当 金 15,169

工具、器具及び備品 4,742 再評価に係る繰延税金負債 152,880

土 地 713,532 リ ー ス 債 務 13,738

無 形 固 定 資 産 3,086 負 債 合 計 935,609

ソ フ ト ウ ェ ア 3,086 純 資 産 の 部

株 主 資 本 737,921

投資その他の資産 323,198 資 本 金 500,000

投 資 有 価 証 券 12,384 資 本 剰 余 金 104,255

関 係 会 社 株 式 241,193 資 本 準 備 金 104,255

出 資 金 180 利 益 剰 余 金 137,498

借 家 敷 金 1,042 その他利益剰余金 137,498

保 険 積 立 金 15,953 繰越利益剰余金 137,498

リ ー ス 投 資 資 産 17,721 自 己 株 式 △3,832

繰 延 税 金 資 産 34,723 評価・換算差額等 346,355

そ の 他 7,111 その他有価証券評価差額金 31

貸 倒 引 当 金 △7,111 土地再評価差額金 346,323

純 資 産 合 計 1,084,277

資 産 合 計 2,019,886 負債及び純資産合計 2,019,886

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2021年３月１日から
2022年２月28日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,736,524

売 上 原 価 3,364,607

売 上 総 利 益 371,916

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 296,508

営 業 利 益 75,408

営 業 外 収 益 46,835

受 取 利 息 及 び 配 当 金 45,993
そ の 他 841

営 業 外 費 用 18,465

支 払 利 息 18,462
そ の 他 2

経 常 利 益 103,778

特 別 利 益 23,326

固 定 資 産 売 却 益 8,290

関 係 会 社 株 式 売 却 益 15,000

そ の 他 36

特 別 損 失 14,012

固 定 資 産 除 却 損 2,357

債 権 放 棄 損 11,655

税 引 前 当 期 純 利 益 113,092

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △41,354

法 人 税 等 調 整 額 16,948 △24,406

当 期 純 利 益 137,498

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年４月21日

株式会社東京衡機
取締役会 御中

アスカ監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 尾 典 邦
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 昌 久

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東京衡機の2021年３

月１日から2022年２月28日までの第116期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」

という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計

算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、

構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、

及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について

報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年３月１日から2022年２月28日までの第116期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した見解

として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他の重要会議に対面又はインターネット経由によるWeb会議システムを活用し

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査

いたしました。更に、代表取締役、各取締役との面談を行い、経営計画の進捗状況を確認す

るとともに監査上の課題等に関する意見及び情報の交換を行いました。また、子会社につい

ては、常勤監査役が子会社の監査役も兼務しており、子会社の取締役会に出席するほか、そ

の子会社の取締役及び使用人と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受け、また子会社に赴き、経営管理の状況を把握しました。なお、当事業年度に

おいては、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、往査を控えた海外子会社については、

海外子会社の取締役から必要に応じて事業の報告を受け、経営管理の状況を把握しました。

②内部統制システムに関する取締役会決議の内容並びにその構築及び運用状況について、取締

役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10

月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。今後とも、内部統制委員会を中心とする内部統制強化への取り組みを

注視してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年４月21日

株式会社東京衡機 監査役会

常 勤 監 査 役 鶴 見 孝 ㊞

社 外 監 査 役 水 川 聡 ㊞

社 外 監 査 役 玉 虫 俊 夫 ㊞

社 外 監 査 役 瀬 山 剛 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書き

に規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたこと

に伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨お

よび書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するこ

とができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は

不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に

関する附則を設けるものであります。
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(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 案

第１章 総 則 第１章 総 則

第１条～第14条 （省略） 第１条～第14条 （現行どおり）

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ

なし提供）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類及び連

結計算書類に記載又は表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したもの

とみなすことができる。

（削除）

（新設） （電子提供措置等）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報につい

て、電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち

法務省令で定めるものの全部または一部に

ついて、議決権の基準日までに書面交付請

求した株主に対して交付する書面に記載し

ないことができる。

第16条～第49条 （省略） 第16条～第49条 （現行どおり）

（新設） 附 則

1. 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のイ

ンターネット開示とみなし提供）の削除及び

変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設

は、2022年９月１日から効力を生ずるものと

する。

2. 前項の規定にかかわらず、2023年２月末日ま

での日を株主総会の日とする株主総会につい

ては、変更前定款第15条（株主総会参考書類

等のインターネット開示とみなし提供）はな

お効力を有する。

3. 本附則は、2023年３月１日又は前項の株主総

会の日から３ヶ月を経過した日のいずれか遅

い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役７名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員７名が任期満了となりますの
で、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１

石
いし

塚
づか

智
もと

士
し

（1964年８月10日生）

1990年４月 ㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行

0株

2006年６月 ㈱ＵＢＳ銀行 ディレクター
2008年９月 ㈱ＳＧ信託銀行 ディレクター
2009年12月 ㈱日本流動化信託 営業部長
2018年12月 ㈱証券市場新聞社 代表取締役

現在に至る

2022年２月 当社代表取締役社長
現在に至る

【取締役候補者とした理由】

石塚智士氏は、金融事業・投資事業に関する長年のキャリアと企業経営者としての豊富な

経験と知識を有しております。今後もその幅広い知見と指導力を活かして当社グループの

持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与できると判断し、引き続き取締役への再任

をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・石塚智士氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、石塚智士氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に含

められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定し

ております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

２

平
ひら

田
た

真 一 郎
しん いち ろう

(1973年３月10日生)

1996年４月 ㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに
商号変更）入社

2,500株

2005年９月 ㈱ＫＨＩ取締役
2006年10月 ㈱ＳＦＣＧ取締役（2009年１月退任）
2013年８月 当社デバイス事業部長
2015年５月 当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
2017年３月 ㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長

現在に至る
2017年３月 当社取締役兼常務執行役員エンジニアリ

ング事業担当
2020年５月 当社常務取締役エンジニアリング事業担

当兼商事事業担当
2021年５月 当社専務取締役エンジニアリング事業担

当兼商事事業担当
現在に至る

【取締役候補者とした理由】

平田真一郎氏は、企業経営に関する豊富な知識と見識を有しており、当社グループにおい
ては、取締役としてエンジニアリング事業および商事事業を担当するとともに、子会社の
社長として経営に携わり着実に成果をあげております。今後も当社グループの持続的な成
長と中長期的な企業価値向上に寄与できると判断し、引き続き取締役への再任をお願いす
るものであります。

【その他特記事項】

・平田真一郎氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、平田真一郎氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に

含められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定

しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

３

上
うえ

野
の

正
まさ

男
お

（1966年１月20日生）

1988年４月 当社入社

7,300株

2006年５月 当社生産部長
2015年９月 ㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
2016年５月 同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
2017年５月 同社取締役相模原工場副工場長
2018年５月 ㈱東京衡機試験機サービス 代表取締役社長

現在に至る
2019年５月 当社取締役試験機事業担当

2019年５月 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長
現在に至る

2020年５月 当社常務取締役試験機事業担当
現在に至る

【取締役候補者とした理由】

上野正男氏は、当社グループの主力事業である試験機事業全般に関する豊富な経験と知識
を有しており、2019年５月に当社の取締役に就任し試験機事業を担当するとともに、試験
機事業の子会社の社長として経営に携わり、その職務を適切に遂行しております。今後も
当社グループの試験機事業を推進し中長期的な企業価値向上に寄与できると判断し、引き
続き取締役への再任をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・上野正男氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、上野正男氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に含

められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定し

ております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

４

石
いし

見
み

紀
のり

生
お

(1965年12月20日生)

1984年４月 福永寿巳夫税理士事務所入社

1,300株

2002年５月 ㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
2007年７月 ガンホー･オンライン･エンターテイメント㈱

経営管理部長
2012年５月 スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
2014年２月 ㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
2015年12月 当社管理部長
2017年５月 当社執行役員管理部長
2018年９月 当社経理部長
2019年５月 当社取締役管理本部長

現在に至る

【取締役候補者とした理由】

石見紀生氏は、財務会計および経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、2015年

に当社に入社し、当社が事業再編を進める中でグループ全体の管理業務に携わり、2019年

５月より取締役に就任し、管理本部長として当社グループの管理部門を統括してきまし

た。今後もその経験を活かし当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与できると判断

し、引き続き取締役への再任をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・石見紀生氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は、保険会社との間で、すべての監査役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、石見紀生氏の選任が承認され就任した場合は、当該保険契約の

被保険者となります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定してお

ります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

５

小
こ

塚
づか

英 一 郎
えい いち ろう

(1964年３月９日生)

社外取締役候補者

1987年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行

0株

2001年12月 富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）

米国投資担当部長
2003年７月 ㈲ＥＫインベストメンツ（現アポロテク

ノロジーズ㈱）代表取締役
現在に至る

2021年４月 (株)クラウド・インベストメンツ・ジャパン
代表取締役兼法規部長
現在に至る

2022年２月 当社取締役
現在に至る

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

小塚英一郎氏は、国内外の複数の金融機関や投資会社での実務経験を有し、様々な企業の

市場開発・事業提携等をサポートした豊富な知識と実績を有しており、当社の経営に対し

て的確な助言をいただくため、引き続き社外取締役として再任をお願いするものでありま

す。

【その他特記事項】

・小塚英一郎氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は小塚英一郎氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠

償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を

締結しており、同氏が再任された場合、その効力は継続されます。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、小塚英一郎氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に

含められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定

しております。

・小塚英一郎氏の当社の社外取締役としての在任期間は３ヶ月であります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

６

池
いけ

本
もと

正
まさ

純
ずみ

(1946年５月２日生)

社外取締役候補者

1974年４月 専修大学 経営学部専任講師

0株

1978年４月 専修大学 経営学部助教授
1984年４月 専修大学 経営学部教授

2017年３月 専修大学名誉教授（同大学定年退職）
現在に至る

2022年２月 当社取締役
現在に至る

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

池本正純氏は、コーポレートガバナンスや企業報告の今後のあり方について優れた研究実

績を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、引き続き社外取締役と

して再任をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・池本正純氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は池本正純氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償

責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締

結しており、同氏が再任された場合、その効力は継続されます。

・池本正純氏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独

立役員であります。同氏が再任された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員として㈱東

京証券取引所に届け出る予定であります。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、池本正純氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に含

められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定し

ております。

・池本正純氏の当社の社外取締役としての在任期間は３ヶ月であります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

７

前
まえ

田
だ

收
おさむ

(1973年７月１日生)

新任取締役候補者

社外取締役候補者

1999年４月 ジョンソン＆ジョンソン カンパニー 入社

0株

2003年５月 医療法人岡田会 企画部 新規事業部長

2012年11月 一般社団法人関西中小企業運営支援協議会

企画部長

2020年７月 医療法人社団絹和会 但馬病院 事務長

現在に至る

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

前田收氏は、医療業界における経営マネジメントや中小企業に対する経営サポート、新規

事業計画の作成、顧客開拓など経営に関する豊富な経験と実績を有しており、当社グルー

プの今後の新たな新たな成長ステージにおいて企業価値の向上に寄与すると判断し、社外

取締役として選任をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・前田收氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・前田收氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法

第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額

とする責任限定契約を締結する予定であります。

・前田收氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が

一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定でありま

す。

・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、前田收氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保

険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新

を予定しております。
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第３号議案 監査役２名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役鶴見孝氏および瀬山剛氏が任期満
了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、
本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１

鶴
つる

見
み

孝
たかし

(1962年６月14日生)

1985年４月 当社入社

3,300株

1997年12月 当社管理部経理課課長代理

2003年４月 当社営業業務課長

2007年３月 当社民生品事業部次長

2010年２月 当社企画統制室内部統制管理課長

2014年11月 当社営業推進部営業推進課長

2015年９月 ㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長

2018年５月 当社監査役
現在に至る

【監査役候補者とした理由】

鶴見孝氏は、当社において財務・経理および内部統制に関する豊富な業務経験を有すると

ともに、当社グループの主力事業である試験機事業における営業業務をはじめ事業全般の

各種業務に精通していることから、当社グループにおいて適切かつ的確に常勤監査役とし

ての職務を遂行していただけるものと判断いたしました。

【その他特記事項】

・鶴見孝氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は鶴見孝氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責

任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結

しており、同氏が再任された場合、その効力は継続されます。

・当社は、保険会社との間で、すべての監査役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、鶴見孝氏が再任され就任した場合は、引き続き被保険者に含め

られることとなります。なお、当該保険契約は本年10月に同程度の内容で更新を予定して

おります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

２

瀬
せ

山
やま

剛
つよし

(1970年４月30日生)

社外監査役候補者

1994年11月 松村公認会計士事務所入所

0株

1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所
1998年３月 公認会計士登録
1998年７月 税理士登録
1999年11月 港総合会計事務所設立、メンバー

現在に至る
2005年５月 ㈱キャピタルメディカ取締役
2009年９月 ㈱シンコー代表取締役

現在に至る
2014年３月 ㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）

社外監査役
2018年５月 当社監査役

現在に至る
2021年３月 ㈱フォーサイド 社外取締役（監査等委員）

現在に至る

【社外監査役候補者とした理由および社外監査役としての職務を適切に遂行することができ

るものと当社が判断した理由】

瀬山剛氏は、税務・会計の専門家および企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有

しており、独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるも

のと判断し、引き続き社外監査役として再任をお願いするものであります。

【その他特記事項】

・瀬山剛氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

・当社は瀬山剛氏との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責

任の責任限度額を同法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結

しており、同氏が再任された場合、その効力は継続されます。

・瀬山剛氏の再任が承認された場合、当社は、㈱東京証券取引所に対して、引き続き同氏を

同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

・当社は、保険会社との間で、すべての監査役を被保険者として全額当社の費用負担にて役

員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により

填補することとしており、瀬山剛氏が再任された場合は、引き続き被保険者に含められる

こととなります。また、当該保険契約は本年10月に更新する予定であります。

・瀬山剛氏の当社の社外監査役としての在任期間は４年であります。
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第４号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるアスカ監査法人は、本総会終結の時をもって任期
満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人
の選任をお願いするものであります。なお、監査役会が監査法人アリアを会
計監査人の候補者とする理由は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、
品質管理体制、監査報酬、当社グループの事業への理解度等を総合的に勘案
した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
会計監査人候補者の概要等は、次のとおりであります。

名 称 監査法人アリア

事務所 東京都港区浜松町１丁目30番５号

沿 革 2006年５月29日 設立

概 要
出資金 ７百万円

構成人員 22名

（2021年12月31日現在）

以 上
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《ご参考》役員構成とスキルマトリックス

本株主総会の第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された後の当社の
取締役および監査役の経験と専門性は次のとおりであります。

氏名 役職

スキルマトリックス（専門知識・分野・経験の分布）

企業経営
営業・企画

マーケティング

財務・会計

税務

法務

コンプライアンス
製造・技術

ファイナンス

M＆Ａ

国際ビジネス

グローバル経験

石塚 智士 代表取締役社長 ● ● ● ●

平田 真一郎 専務取締役 ● ● ●

上野 正男 常務取締役 ● ● ●

石見 紀生 取締役 ● ● ●

小塚 英一郎 社外取締役 ● ● ● ● ●

池本 正純 社外取締役 ● ● ● ●

前田 收 社外取締役 ● ● ●

鶴見 孝 常勤監査役 ● ● ●

水川 聡 社外監査役 ● ●

玉虫 俊夫 社外監査役 ● ● ●

瀬山 剛 社外監査役 ● ● ● ●
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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468

468

510

413

65

510

津久井湖

至相模湖方面

相模原赤十字病院相模原赤十字病院

相模川

都井沢

至橋本駅

谷ヶ原
浄水場

津久井湖
記念館

城山ダム

城山高校

相模原インターチェンジ相模原インターチェンジ

荒久の滝荒久の滝

津久井城跡
クラブ前

串川

県立津久井湖城山公園

三井大橋三井大橋

㈱東京衡機試験機
相模原工場
㈱東京衡機試験機
相模原工場

510

三井南

ガスト
太井信号
付近

行
き
止
ま
り

セブン-
イレブン

クラブ前

当日は送迎バスを
運行いたします。

◇発車時刻◇
12:00出発予定

ＪＲ
橋本駅

京王橋本駅

ＪＲ横浜線

京王相模原線

路線バス乗り場

至 横浜

送迎バス乗り場

相原高校跡地

歩道橋

至 八王子

南口

【橋本駅南口】
送迎バスのご案内

会 場 ご 案 内 図
神奈川県相模原市緑区三井315番地

㈱東京衡機試験機 相模原工場 会議室
電話 042（780）1650

交通機関のご案内

JR横浜線・京王線：「橋本駅」から神奈川中央交通バスにて30分
(神奈川中央交通バス)
①橋本駅北口１番乗り場「01系統・三ヶ木」行「クラブ前」下車 徒歩15分
②橋本駅北口１番乗り場「09系統・上中沢・三井経由 三ヶ木」行「三井南」下車 徒歩１分

お車をご利用の場合

圏央道「相模原インターチェンジ」より約15分
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